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国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書(令和７年度) 

 

作成日 2025/09/26 

最終更新日 2025/09/26 

 

記載事項 更新の有無 記載欄 

情報基準日 更新あり 令和 7 年 10 月 1 日 

国立大学法人名  国立大学法人京都大学 

法人の長の氏名  湊 長博 

問い合わせ先 更新あり 

総長オフィス（総務担当） 

TEL：075-753-2021 

E-mail：830soumu-soumu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

URL  https://www.kyoto-u.ac.jp/ja 

 

【本報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況】 

記載事項 
更新の 

有無 
記載欄 

経営協議会 

による確認 
更新あり 

【確認の方法】 

令和７年６月１９日から７月３日にかけて、経営協議会委員による事

前の確認及び意見照会を行った上で、令和７年９月１９日開催の経営

協議会においてガバナンス・コードの適合状況を審議、承認した。 

 

原則１－１ 

【意見】 

「京都大学 DEIB 推進宣言」について記載してはどうか。同宣言

は、大学のミッション及びビジョンを実現する上で極めて重要な原則

であり、あらゆる機会を捉えて確認し、公表することが適切である。 

【対応】 

いただいたご意見を踏まえ、「京都大学 DEIB 推進宣言」に関する

記載を追記しました。 

 

補充原則１－２① 

【意見】 

 「総合研究推進本部」「教育改革戦略本部」「成長戦略本部」の設

置について言及してはどうか。 

【対応】 

 いただいたご意見を踏まえ、「総合研究推進本部」「教育改革戦略

本部」「成長戦略本部」の設置関する記載を追記いたしました。 
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補充原則２−１−３③ 

【意見】 

 「内部統制システム」や「リスクの回避・低減」について、緊急時

だけでなく、日常的な「内部統制システムの強化・組織」や「リスク

の回避・低減の方針・組織」についても記載してはどうか。 

【対応】 

 いただいたご意見を踏まえ、コンプライアンス部及び不正防止実施

本部事務室において実施している取組みについて追記しました。 

監事 

による確認 
更新あり 

【確認の方法】 

令和６年６月１６日から６月３０日による事前の確認及び意見照会

を行った上で、令和７年９月１９日開催の経営協議会においてガバナ

ンス・コードの適合状況を審議、承認した。 

その他の方

法による確

認 
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【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】 

当法人は、運営方針会議を設置する法人であり、全ての原則の対象となる法人である。 

 

【国立大学法人ガバナンス・コードの実施状況】 

記載事項 
更新の 

有無 
記載欄 

原則１－１ 

ビジョン、目

標及び戦略を

実現するため

の道筋 

更新あり 

 基本理念と教職員像を定め、その実現に向け中長期的に取り組むべ

きビジョン、戦略（WINDOW 構想）、指定国立大学法人構想を策定して

いる。また、これらを踏まえ、令和３年３月には現総長任期中に新た

に注力する取り組みを中心に基本方針をまとめた。本方針では、世界

に伍する研究大学を目指し、教育・研究支援体制の再構築、人材多様

性の確保、財政基盤の強化という 3 つのビジョンのもと、教育と学生

支援、教員の研究活動支援、業務運営体制の改善、施設、組織運営、

基金活動の６つの課題について、それぞれ方向性を示している。 

 本学の意見を踏まえて文部科学大臣が定めた中期目標に基づき、同

目標を達成するための中期計画を策定している。中期計画には、経営

協議会や教育研究評議会において学内外からの意見を聴き、京都大学

としての新たな戦略を盛り込んだ。なお、会議の議事は京都大学公式

ウェブサイトにおいて公表している。 

■京都大学の基本理念 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/ideals/basic 

■京都大学の教職員像 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/ideals/faculty 

■京都大学の第４期中期目標・中期計画 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/evaluation/houjin/4th-

medium 

■京都大学中期目標・中期計画リーフレット 

https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-

files/r4_r9_leaflet-375638e3564d5364920c05a0a12b3ce0.pdf 

■任期中の基本方針 ―世界に輝く研究大学を目指して― 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/president/kihon-houshin 

■京都大学 DEIB 推進宣言 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/diversity/deib 

■WINDOW 構想 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/window 

■指定国立大学法人構想 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/designation 

■会議報告 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/report 

補充原則１－

２④ 

目標・戦略の

進捗状況と検

 

 計画の進捗状況・検証結果、及びそれを基に改善に反映させた結果

については、大学評価委員会において毎年度点検・評価を行った後に

教育研究評議会、経営協議会において学内外の意見を聴取している。
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証結果及びそ

れを基に改善

に反映させた

結果等 

会議を通じて教職員に情報を共有するとともに、点検結果を京都大学

公式ウェブサイトにおいて公表している。 

■中期目標・中期計画に係る自己点検・評価 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/evaluation/self/medium-term 

補充原則１－

３⑥（１） 

経営及び教学

運営双方に係

る各組織等の

権限と責任の

体制 

 

 本学では国立大学法人法に基づく機関である運営方針会議、役員会、

経営協議会、教育研究評議会に加え、法人の経営及び教育研究に関す

る連絡、調整及び協議するための機関として部局長会議を設置してい

る。加えて、本学では平成 29 年度よりプロボストを置くとともに、同

職による部局・学系との恒常的調整機能の場として戦略調整会議を設

置し、個々の部局の利害を超えた検討を迅速確実に推進する体制をと

っている。各組織の権限や責任についてはそれぞれ規程において定め

ている 

■国立大学法人京都大学運営方針会議規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001518.html 

■国立大学法人京都大学役員会規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000835.html 

■国立大学法人京都大学経営協議会規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000836.html 

■国立大学法人京都大学教育研究評議会規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000837.html 

■国立大学法人京都大学部局長会議規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000838.html 

■国立大学法人京都大学プロボストに関する規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001402.html 

補充原則１－

３⑥（２） 

教員・職員の

適切な年齢構

成の実現、性

別・国際性・

障がいの有無

等の観点での

ダイバーシテ

ィの確保等を

含めた総合的

な人事方針 

更新あり 

 本学では、教員・職員の適切な年齢構成の実現、性別・国際性・障

がいの有無等の観点でのダイバーシティの確保等を含めて事項毎に方

針や目標を定め、それらに基づき教職員人事を行っている。 

≪教員の適正な年齢構成の実現≫ 

 教員定員削減や不安定な雇用形態などの影響を受け若手教員比率は

低下しており、本学が掲げる指定国立大学法人構想において若手教員

割合を第 4 期中期目標期間内に 30％とすることを目標としている。 

■京都大学指定国立大学法人構想 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/designation 

≪グローバル人材の育成≫ 

 本学では、指定国立大学法人構想において 2027 年度までに外国人教

員を 600 名確保することを目標に掲げ、英語力や教養力、異文化理解

を高めて国際的に活躍できるグローバルな人材を育成する体制の強化

のため、平成 25 年度に定めた外国人教員受入制度設計を中心に、外国

人教員の雇用を進めている。 
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■京都大学指定国立大学法人構想 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/designation 

≪男女共同参画推進≫ 

 本学における男女共同参画推進の施策方針として、「男女共同参画

の基本理念と基本方針」及び「男女共同参画推進アクションプラン」

を策定している。男女共同参画アクションプラン（2022 年度～2027 年

度）においては、本学のジェンダー平等を推進するために、全学の女

性教員比率（特定教員を含む）を 2027 年度に 20%にするという数値目

標を設定し、その達成に向けて、女性教員の職階を准教授から教授に

昇任させる場合に限り、一定期間定員の上位流用を認める制度や女性

教員採用のための定員貸与制度の創設、研究支援・実験補助者雇用制

度などの教育・研究活動と育児等の両立のための支援充実・環境整備

といったさまざまな取り組むべき事項を定めている。 

補充原則１－

３⑥（３） 

自らの価値を

最大化するべ

く行う活動の

ために必要な

支出額を勘案

し、その支出

を賄える収入

の見通しを含

めた中期的な

財務計画 

更新あり 

 中期計画期間の開始に際し、当該中期計画期間における予算、収支

計画、資金計画を策定している。 

■第４期中期計画における予算、収支計画及び資金計画（下記資料の

P17～21） 

 https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-

files/fourth-plan-original-

456cd04d1dc86b2f63b373f742d3bd80.pdf 

 また、中期的財源状況の見通しを策定の上全学会議で報告し、役員

や部局長が適切な経営判断を行うことができる体制を構築している。 

補充原則１－

３⑥（４）及

び補充原則４

－１③ 

教育研究の費

用及び成果等

（法人の活動

状況や資金の

使用状況等） 

 

 教育研究の費用及び成果については、アニュアルレポート及び中期

目標・中期計画に係る自己点検・評価報告書等に記載し、京都大学公

式ウェブサイトにおいて公表している。 

 学内における教育・研究に係るコストの見える化を進めるとともに、

本学の資金の使用状況等である財務活動を中心に非財務情報である法

人の活動状況といった取組も統合的に紹介している「アニュアルレポ

ート」を発刊し、京都大学公式ウェブサイトにおいて公表している。 

 また、エビデンスベースの大学運営に必要となる情報を集約した「ア

カウンタビリティレポート」では、本学の現状を定量的にわかりやす

く紹介している。 

■アニュアルレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/annual-report 

■中期目標・中期計画に係る自己点検・評価 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/evaluation/self/medium-term 

■アカウンタビリティレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/accountability-report 

補充原則１－

４② 
 

 本学では、理事には学内外の経営に必要な能力を備えた人材、先見

性・戦略性を持つ人材から、国際性、多様性も考慮し、専門知識や経
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法人経営を担

いうる人材を

計画的に育成

するための方

針 

験等を踏まえて任命するとともに、総長・理事を補佐して経営・教学

運営に参画し、企画・立案・調整等にあたる副学長、副理事、理事補、

総長補佐、本部部長等を適材適所に配置し、経営を担いうる人材の長

期的な育成に努めている。 

 加えて、経営人材を育成するための啓発の機会としては、国立大学

協会主催の大学マネジメントセミナー、政策研究大学院大学主催の大

学トップマネジメント研修等へ、当該年度の開催テーマに合わせた適

任者をこれまで計 250 名超参加させるなど、将来の幹部候補人材の裾

野を広げる取組も積極的に進めている。 

 そのほか、経営人材の育成に係る現在の取組は以下のとおりである。 

● 教員 

 将来の大学運営を担う優秀な教員を理事補に任命し、プロボストが

運営する戦略調整会議（カウンシル）に諸政策の戦略的な立案・遂行

の連絡調整に参画させ、全学の方針決定に関する経験や知識を蓄積さ

せることで、大学運営に携わる人材の持続的育成を実現する。 

● 職員 

 「京都大学職員人事ポリシー」を定め、「京都⼤学基本理念」、「京

都⼤学の教職員像」に基づき、本学が世界に輝く研究⼤学であるため

に、職員⼀⼈ひとりの主体的⾏動と⾃律的成⻑を促進していく必要な

⼈事の在り⽅の⽅向性を⽰している。 

■京都大学職員人事ポリシー 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/ideals/hr-policy 

原則２－１－

３ 

理事や副学長

等の法人の長

を補佐するた

めの人材の責

任・権限等 

更新あり 

 本学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつつ、

地球社会における多元的な課題の解決に向けて着実にその成果を社会

に発信していく必要がある。125 年以上にわたる大学の歩みを確実に

未来に繋ぎ、新たな知的価値の創出と豊かな人材の養成により社会に

貢献する大学であり続けるため、理事は、学内外の経営に必要な能力

を備えた人材、先見性・戦略性を持つ人材から、国際性、多様性も考

慮し、専門知識や経験等を踏まえて総長が任命している。また、総長・

理事を補佐して経営・教学運営に参画し、企画・立案・調整等にあた

る副学長、副理事、理事補、総長補佐、部局長、本部部長等を適材適

所に配置し、法人の意思決定や業務執行をサポートする体制を整備し、

将来的に経営を担いうる人材の長期的な視点に立って計画的に確保・

育成している（各補佐人材の責任や権限は規程において定めている。）。 

 また、教職員には、全学/部局の各種委員会への参画、部局長の補佐

職等への登用などを通じて大学運営に携わる機会やFD（ファカルティ・

ディベロップメント）、SD（スタッフ・ディベロップメント）のほか

専門性や職階等に応じて研修や啓発等の機会を提供し、長期的視点に

より経営・教学運営に必要な能力を備えた人材を育成しているほか、

職員の採用にあたっては公務員型の職員採用方法を改め、民間企業志

望者や民間企業からの転職者をターゲットとし、企画力や柔軟性を持

ち、教育・研究の高度化・国際化、社会の変化に臨機応変に対応でき

る人材の確保のため京都大学独自の採用方法を実施している。 

●副学長等の役割、権限等 

・副学長 総長を補佐し、総長が定める事項を処理する 
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 ・副理事 総長を補佐し、総長の定めるところにより業務を掌理す

る 

 ・理事補 理事を補佐し、理事の分担する事項について、企画立案

及び連絡調整を行う 

 ・総長顧問 総長の諮問する事項に関し助言等を行う 

■総長を補佐する人材（理事、副学長等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/organization/executive 

■国立大学法人京都大学の組織に関する規程（理事（第３条）、プロ

ボスト（第３条の２）） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000834.html 

■国立大学法人京都大学プロボストに関する規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001402.html 

■京都大学副学長に関する規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000085.html 

■総長又は理事を補佐するための職に関する要項 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001214.html 

補充原則２－

２－１① 

【運営方針会

議を設置する

法 人 の み 該

当】 

運営方針委員

の選任等にあ

たっての考え

方や選任理由 

 

 運営方針委員は、ジェンダーバランス等の多様性と適正規模を考慮

しつつ、大学の教育研究活動、大学における国際化および国際研究協

力の推進、国内外の大学の経営、国内外の先端的な研究および研究成

果を活用した新事業の創出の動向、大学に関する法律および会計等に

関し、適切な知識、能力、経験を有する者をバランスよく備えた構成

とすることを考慮して選出しており、スキル・マトリックスとともに

公表している。 

■国立大学法人京都大学運営方針会議構成員スキル・マトリックス 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/organization/executive/management-policy 

原則２－３－

１ 

役員会の議事

録 

 

 役員会は、国立大学法人法に基づき、総長及び理事で構成し（議長

は総長）、同法第 11 条第３項に定める法人の重要事項（中期目標、計

画、文部科学大臣の認可・承認事項、予算・決算、重要な組織の設置

または廃止等）について検討・討議し、総長の意思決定を支える機関

として設置されている。法人の重要事項について適時かつ迅速な審議

を行うことが可能となるよう、審議事項により適時開催している。ま

た、副学長が陪席して検討を補佐するとともに、監事が陪席して意見

を述べることができ、法人の適正な経営を確保している。 

役員会の開催状況及び議事録は京都大学公式ウェブサイトにおいて公

表している。 

■国立大学法人法（第 11 条第３項（役員の職務及び権限）） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000946.html#e000000

337 
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■国立大学法人京都大学役員会規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000835.html 

■京都大学公式ウェブサイト（役員会の開催状況・議事録） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/report/administrator 

原則２－４－

２ 

外部の経験を

有する人材を

求める観点及

び登用の状況 

 

 京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつ

つ、地球社会における多元的な課題の解決に向けて真摯かつ果敢に挑

戦し、着実にその成果を社会に発信していく必要がある。125 年以上に

わたる歩みを確実に未来に繋ぎ、新たな知的価値の創出と豊かな人材

の養成により社会に貢献する大学であり続けるため、理事には、他の

教育研究機関での経験を有する人材、海外における起業・企業経営の

経験がある人材、性別や背景を問わず多様な視点を持つ人材など、学

内外の法人の経営に必要な能力を備えた人材、先見性・戦略性を持つ

人材から国際性、多様性も考慮し、専門知識や経験等を踏まえて任命

し、経営層の厚みを確保している。 

■理事の担当事項、略歴等 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/organization/executive/staffs 

■京都大学の経営人材について 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/organization/executive 

補充原則３－

１－１① 

経営協議会の

外部委員に係

る選考方針及

び外部委員が

役割を果たす

ための運営方

法の工夫 

 

 経営協議会は、国立大学法人の業務の成果を最大化できる経営を実

現するため、多様な関係者の幅広い意見を聴き、その知見を積極的に

法人経営に反映させるための会議体であることを踏まえ、大学に関し

広くかつ高い識見を有する人材から、産業・経済界、アカデミア（学

術研究・教育機関）、地域（地方公共団体）など多様な分野の学外委

員を任命し、それぞれの高い専門性や経験を生かした知見を得て、社

会の意見を経営に積極的に活用することとしている。 

 経営協議会の運営にあたっては、あらかじめ審議事項を伝え、資料

を提供しているほか、会議に合わせて、研究施設等の視察や、若手研

究者や高度専門職員の活動紹介（プレゼンテーション）、テーマを定

めた意見交換等を行い、幅広く多様な見地からの法人に対する期待を

把握し、効果的に経営に反映しうる専門的知見からの意見を法人経営

に生かすことができるよう工夫している。 

 例えば、大企業にもスタートアップとの連携が求められる中、アン

トレプレナーシップ教育を受けてそれを理解できる人材が必要である

との意見が複数寄せられ、令和４年度から学部共通科目「起業と事業

創造」を新規開講することになった。 

■経営協議会（委員） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/organization/executive/counci/index.html 

■経営協議会（議事録） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/report/administrative-

council 
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補充原則３－

３－１① 

法人の長の選

考基準、選考

結果、選考過

程及び選考理

由 

 

 総長選考・監察会議においては、自らの権限と責任に基づき、総長

選考の在り方を検討し、選考の基準（総長に求められる人物像（資質・

能力等）及び選考に係る手続・選考方法を定め、主体的に選考を行っ

ている。 

■望まれる総長像について 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/sites/default/files/embed/jaaboutoperationsenkoudocume

nts02_02_nozomarerusocho.pdf 

■令和２年度に実施した総長選考会議における選考の方法等について 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/sites/default/files/embed/jaaboutoperationsenkoudocume

nts02_01_senkouhouhou.pdf 

 令和２年度に実施した総長選考については、総長選考会議において

選考方法等の検討を行った。国立大学法人法における考え方（選考は、

所信表明の機会やヒアリングの実施などの適切な方法を通じて総長選

考会議が主体的に行うべきであり、意向投票を行う場合も投票結果を

そのまま選考結果に反映させる方法は選考会議の主体的な選考という

観点からは適切ではない）も踏まえ、京都大学の総長選考においては、

総長候補者に対する学内理解の度合いを示すことにもなる意向調査結

果を尊重する一方、意向調査の結果をそのまま総長選考会議の選考結

果に反映させるような選考方法とはせず、総長選考会議の責任と権限

に基づき主体的に総長候補者の選考を行うとし、この方針に基づき具

体的な手続や選考方法、基準等を定め、総長選考会議の権限と責任に

基づく主体的な選考を行った。 

 総長選考・監察会議が定めた手続・選考方法等に関する規程や基準、

選考結果等は京都大学公式ウェブサイトにおいて公表している。 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/senkou 

補充原則３－

３－１③ 

法人の長の再

任の可否及び

再任を可能と

する場合の上

限設定の有無 

 

 京都大学は、法人化に伴い、総長の任期を６年・再任不可としてい

る。 

 総長の任期については、国立大学法人法第 15 条により「二年以上

六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各

国立大学法人の規則で定める」こととされている。 

 直近の令和２年度に実施した総長選考に向けた検討事項の一つとし

て総長の任期についても総長選考会議において協議を行い、総長が法

人経営においてリーダーシップを安定的・適切に発揮するには中期目

標・中期計画との関係を考慮する必要があり、現行任期（６年・再任

不可）を継続することとした。 

 総長の任期は規程に定めており、規程は京都大学公式ウェブサイト

において公表している。 

■国立大学法人京都大学の組織に関する規程（第２条（総長）） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000834.html 

原則３－３－

２ 
 

 総長選考・監察会議は、国立大学法人法第 17 条に基づき、総長が心

身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、職務上の義
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法人の長の解

任を申し出る

ための手続き 

務違反があるとき、その他総長たるに適しないと認められる場合など

に文部科学大臣に総長の解任を申し出る役割を有する。 

 総長選考・監察会議の申出に係る手続きに関して必要な事項を国立

大学法人京都大学総長解任規程として定め、京都大学公式ウェブサイ

トにおいて公表している。 

■国立大学法人法（第 17 条（役員の解任）） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000946.html 

■国立大学法人京都大学総長解任規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001344.html 

補充原則３－

３－３② 

法人の長の業

務執行状況に

係る任期途中

の評価結果 

 

 総長選考・監察会議は、総長選考の適正性及び総長の適切なリーダ

ーシップの発揮を担保するため、総長の職務が適切に遂行されている

かどうかを確認するために行う総長の業務執行状況の確認について、

毎年度行っている。確認の結果、業務執行能力が著しく劣ると認める

場合には、原則３－３－２に記載した規程に基づき、解任の申出を検

討することが可能である。確認結果については、総長選考・監察会議

議長より総長に報告し、その旨全学会議においても報告しているとこ

ろである。 

 確認の具体的な方法は、国立大学法人京都大学総長の業務執行状況

の確認に関する規程に定めている。 

 確認にあたっては監事と連携することとしており、監事の「監事監

査に関する報告書」、「自己点検・評価報告」、法人の財務報告書等

の資料により執行状況を確認するほか、監事との意見交換を行ってい

る。 

 なお、総長の就任４年目には、総長からのヒアリングも実施して就

任後３年間の執行状況の総合的な確認を行い、確認結果を京都大学公

式ウェブサイトにおいて公表している。 

■（第 26 代）国立大学法人京都大学総長の業務執行状況の確認につい

て 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/sites/default/files/embed/jaaboutoperationsenkoudocume

nts180314kakuninkekka.pdf 

■（第 27 代）国立大学法人京都大学総長の業務執行状況の確認につい

て 

https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-

files/240318kakuninkekka-80e673e3d4afdcc72019b95e4ed936cc.pdf 

原則３－３－

４ 

学長選考・監

察会議の委員

の選任方法・

選任理由 

 

 総長選考・監察会議は、経営協議会学外委員から、学術研究・教育

界２名、産業界３名、関係自治体１名の計６名、教育研究評議会評議

員から、文系研究科２名、理系研究科２名、学部のない独立研究科１

名、研究所・センター１名の計６名、合計 12 名をそれぞれの会議にお

いて選出して構成されており、バランスの取れた議論が行える体制と

なっている。その選任方法や選任理由は以下のとおりである。 

■経営協議会選任委員 



国立大学法人京都大学 

11 

 

経営協議会において、総長選考・監察会議の議論の継続性、委員の多

様な分野における知見・経験のバランス等を考慮のうえ審議した結果、

経営協議会学外委員から 6 名を選任している。 

■教育研究評議会選任委員 

教育研究評議会において、学内の意見を広く聴くため、文系研究科よ

り 2 名、理系研究科より 2 名、独立研究科より 1 名、研究所・センタ

ーより 1 名の計 6 名の委員候補者の推薦を受けて審議した結果、当該

6 名を選任している。 

■総長選考・監察会議委員 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/organization/executive/committee 

原則３－３－

５ 

大学総括理事

を置く場合、

その検討結果

に至った理由 

 

 国立大学法人法第 10 条第３項において、法人が二以上の国立大学を

設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある

場合には、学長選考・監察会議の定めるところにより大学総括理事を

置くことができることを規定しているが、本学は現在のところ大学総

括理事を置いていない。 

■国立大学法人法（第 10 条第３項（大学総括理事）） 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00000946.html 

基本原則４及

び原則４－２ 

内部統制の仕

組み、運用体

制及び見直し

の状況 

更新あり 

 本学は、我が国の教育・研究・社会貢献機能の中核的な役割を担い、

極めて高い公共性を有する国立大学法人である。多様な財源に支えら

れて多岐にわたる活動を行っており、それぞれの活動には学生、保護

者、卒業生、産業界、地域社会、政府、国内外の学術研究・教育機関

など幅広いステークホルダーが関連している。 

 京都大学は、創立以来築いてきた自由の学風を継承し、発展させつ

つ、地球社会における多元的な課題の解決に向けて真摯かつ果敢に挑

戦し、着実にその成果を社会に発信していく必要がある。法人の経営

状況、教育研究・社会貢献活動に関する情報を分かりやすく京都大学

公式ウェブサイト等により提供し、本学が高い公共性を担保し、持続

的・継続的に発展できる組織であることを示して国民の理解と支持を

得ることに努めている。 

 このような中、本学では、その前提として、コンプライアンスや内

部通報・外部通報等の自らを律する内部統制の仕組を整備し、適正な

法人経営を確保する運用体制を下記のとおり整備している。 

 内部統制については、法人の業務（国際、渉外、研究倫理、教育、

研究、財務、施設、人事、労務、危機管理等）を分担管理する理事及

び副学長の下、法人の業務活動に係る体制や規則（ルール）等を整備

し、マニュアルの提供や研修会の実施など規則等に関する知識や制度

を理解する機会を設け、制度等の周知徹底、教職員の意識向上に努め

ており、それら取組の状況等については、役員会やミーティング等に

より役員・副学長間で共有され、必要な見直しを行い、改善・質の向

上を図る仕組みになっている。また、監事監査、内部監査により法人

の業務執行の状況を定期的に監査し、その結果は部局長会議等で報告
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され、改善に活かされる。 

 コンプライアンスについては、「京都大学におけるコンプライアンス

に関する規程」において、基本方針や、総長、理事・副学長、部局長

等の責務等を示し、全学的な取組を進めている。同規程に基づき、理

事及び副学長等で組織するコンプライアンス推進本部を設置し、全学

的なコンプライアンスの推進、充実及び強化並びにコンプライアンス

事案の防止及びコンプライアンス事案が発生した場合の対応について

総括的な審議を行っている。また、公益通報の通報窓口は、学内の通

報窓口に加え、学外の顧問弁護士事務所に「コンプライアンスホット

ライン窓口」を設置している。なお、本学のコンプライアンス体制強

化のため、関連する業務や部署を統合し、コンプライアンス部を設置

している。 

 特に、研究費の不正防止対策については、全学的な徹底を図るため、

総長を本部長とする競争的研究費等の不正防止実施本部を置き、その

下に、本部長が指名する理事、教員、事務職員、公認会計士、弁護士

等をもって構成員とする競争的研究費等の不正防止推進室を設置して

いる。 

 この体制の下、競争的研究費に係る行動規範を策定するとともに、

競争的研究費等の不正の発生要因を分析評価した上で、不正防止計画

の全面改定を行った。また、不正防止計画に基づき各部局において策

定した部局行動計画について、その実施状況を不正防止推進室が点検・

評価を行い、その結果を統括管理責任者（財務担当理事）から最高管

理責任者（総長）に報告を行っている。 

■京都大学におけるコンプライアンスに関する規程 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_honbun/w002RG00001301.html 

■公益通報の通報窓口・相談窓口 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/foundation/ktsuho/liaison   

■京都大学の機構 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/organization/head/admin 

原則４－１ 

法人経営、教

育・研究・社

会貢献活動に

係る様々な情

報をわかりや

すく公表する

工夫 

 

 本学の多岐にわたる諸活動に関して理解と支持を得られるよう、京

都大学公式ウェブサイトにおいて、国立大学法人法等に基づく公表事

項（理事の任命、中期計画、年度計画、事業報告書等）及び学校教育

法施行規則第 172 条の２に掲げられている教育研究活動等の状況を公

開するとともに、法人の経営、教育・研究・社会貢献活動等に関する

様々な情報をそれぞれのカテゴリーに分類して掲載するなど、分かり

やすい方法で幅広く公表している。 

●法令に基づく情報公開 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication 

●法人経営、教育・研究・社会貢献活動に関する情報の例 

■会議情報 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/report 
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■京都大学概要 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/ku-profile 

■京都大学英文概要 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/en/about/publications/kyotouniversityintroductorybroch

ure 

■アニュアルレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/annual-report 

■アカウンタビリティレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/accountability-report 

■教育の体制と内容 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/curriculum （日

本語） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education-and-

admissions （英語） 

■研究・産官学連携 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research （日本語） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/research （英語） 

■最新の研究成果 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research-news （日本語） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/research-news （英語） 

■社会貢献活動 

（公開講座・オープンキャンパス等の情報、一般利用可能な施設の情

報、環境への取組等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/social 

補充原則４－

１① 

対象に応じた

適切な内容・

方法による公

表の実施状況 

更新あり 

 本学の多岐にわたる諸活動について、学生、保護者、卒業生、産業

界、地域社会、政府、国内外の学術研究・教育関係機関など多様な関

係者を有することを踏まえ、これらの関係者を含む国民・社会との間

における透明性の確保のため、卒業生（同窓会）サイト、基金サイト、

学生向け支援事業や教育に係る情報、受験生向けの情報、共同研究や

産官学連携に関する情報など、情報発信の目的や対象により適切な内

容・方法等により情報発信を行っている。 

■京都大学広報戦略 

https://www.kyoto-u.ac.jp/sites/default/files/inline-

files/koho-senryaku-82d82ab2f13e09b60c68ee6f7191c539.pdf 

■データ集（学生数、入学状況等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data 

●情報発信の例 

■京都大学概要（本学の組織・体制、取組等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/ku_profile 

■新型コロナウイルス感染症への対応（学生、教職員向け） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/foundation/coronavirus 

■京都大学同窓会ウェブサイト 

http://hp.alumni.kyoto-u.ac.jp/ 

■京都大学ここのえ会ウェブサイト 
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https://kokonoe.alumnet.jp/ 

■京都大学基金サイト（寄附金募集活動） 

http://www.kikin.kyoto-u.ac.jp/contribution/ 

■アニュアルレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/annual-report 

■アカウンタビリティレポート 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/data/accountability-report 

■教育情報の公表 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/publish-

education 

■学生への経済支援 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/tuition 

■Scholarships（留学生向け奨学金情報） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-

campus/procedures/scholarships 

■入試に関する情報 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/admissions 

■Education and admissions（留学生向け学部・研究科概要、入試情

報等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/en/education-campus/education-and-

admissions 

■産官学連携関係（成長戦略本部ウェブサイト） 

https://iac-kyoto-u-ac.studio.site/ 

■研究支援関係（総合研究推進本部ウェブサイト） 

https://www.research.kyoto-u.ac.jp/ 

■動画ポータルサイト「KyotoU Channel」 

https://www.channel.pr.kyoto-u.ac.jp 

補充原則４－

１② 

学生が享受で

きた教育成果

を示す情報 

更新あり 

 学生がどのような教育成果を享受することができるのかを示す情報

は、京都大学公式ウェブサイトの「教育情報の公表」において公表し

ている。 

 学生の満足度については、令和５年度から卒業生・修了生を対象と

してアンケート調査を実施することとし、令和６年３月に実施した結

果を京都大学公式ウェブサイトで公表している。また、教養・共通教

育については、２回生進級時アンケート及び卒業時の追跡調査を実施

し、各学部・研究科については、授業評価アンケート、卒業生・修了

生アンケート、卒業時アンケートを独自に実施し、自己点検・評価を

行っている。 

 学生の進路状況については、京都大学公式ウェブサイトの「教育情

報の公表（5．学生数、進路状況等）」及びキャリアサポートセンター

ウェブサイトにおいて各学部・研究科毎の詳細な進路状況を公表して

いる。 

●教育情報の公表 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/publish-

education 

●学生の満足度 
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■京都大学の教育に係るアンケート実施結果 

https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/pdf/link/link1084.pdf 

■令和６年度 2 回生進級時アンケート報告書 

https://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/pdf/link/link1064.pdf 

■教育情報の公表（5．学生数、進路状況等） 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/publish-

education/admission 

■キャリアサポートセンターウェブサイト 

https://www.career.gakusei.kyoto-u.ac.jp/misc/brochure/ 

法人のガバナ

ンスにかかる

法令等に基づ

く公表事項 

 

■独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第 22 条に規定

する情報 

・法人の組織・評価に関する情報 

〈京都大学概要〉 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/public/issue/ku-profile 

〈大学評価〉 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/evaluation 

・退職手当の支給基準、会計検査院検査報告に関する情報 

〈国立大学法人等による公表事項〉 

https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/publication/disclosure 

・財務・監査・出資に関する情報 

〈2023 年度決算〉 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/disclosure/accounting/2023 

・契約方法・使用料に関する情報 

〈京都大学規程集（第７編会計、第８編諸料金）〉 

https://www.kyoto-u.ac.jp/uni_int/kitei/reiki_menu.html 

■医療法施行規則第 7 条の 2 の２及び同規則第 7 条の 3 に規定する情

報 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/ihoukoku/hospital 

■医療法施行規則第 15 条の 4 第 2 号に規定する情報 

https://www.kyoto-

u.ac.jp/ja/about/publication/conference/ihoukoku/medical 


